
平成１６年７月１日改定 

  セサミスポーツクラブ三鷹 会則 

 
第１条（名称および運営） 

本スポーツクラブは「セサミスポーツクラブ三鷹」（以下、本クラブという）と称し、株式会社 
セサミ（以下、会社という）が経営・管理します。 

第２条（所在地） 
本クラブは東京都三鷹市下連雀８丁目４番２９号を所在地とします。 

第３条（目的） 
本クラブは、前条に所在する施設（以下、施設という）の利用を通じて、会員の心身の健康維 
持・増進を図るとともに、会員相互の交流と親睦の機会を提供することを目的とします。 

第４条（施設利用） 
施設を利用しようとする方は、本会則に基づき会社と契約し、第６条に定める区分により会員 
になるものとします。ただし、医師等より運動を禁じられている方、および暴力団関係者・刺 
青のある方、泥酔者、その他会社が不適当と認めた方の入会および利用はできません。 

第５条（会員資格の取得） 
１ 会員になろうとする方は、所定の申込書により会社に申し込み、会社の承認を得るものと 

します。なお、会員は次の各号に該当する方とします。 
① 日本在住の方 
② 心身ともに健康な方 
③ 会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方 
④ 日本語を読み・書き・聞き・話すことに支障がないと会社が判断した方 
⑤ 暴力団関係者・刺青をするなど本クラブ会員として会社が不適当と認める事由がない 
こと 

２ 入会を承認された方は、第６条の区分に従って、第８条ないし第１０条に定める入会金・ 
入会保証金および最初の会費の払い込みを完了したとき、会社との間に本会則に基づく施 
設利用契約が成立し、会員資格を取得した会員として施設を利用することができます。 

第６条（会員の区分） 
１ 会員の区分と有効期間は次のとおりとします。ただし、必要に応じて新規に会員の種類を設 

定または廃止することがあります。 
      ※名誉会員 
      ※ゴールド会員 終身 
      ※シルバー会員 登録ゴールド会員の退会時まで 

① 個人会員        終身 
② 家族会員        登録個人(ゴールド)会員の退会時まで 
③ デイ会員         ２年     ⑨アクア会員        ２年 
④ フィットネス会員     ２年     ⑩法人会員         法人の存続中 
⑤ ナイター会員      １年     ⑪エブリナイト会員     ２年 
⑥ オールデー会員    ２年     ⑫エブリモーニング会員 ２年 
⑦ ウィークデー会員    ２年     ⑬ショートタイム会員   ２年 
⑧ ホリデー会員      ２年 

２ 家族会員・シルバー会員以外の各会員の会員資格は満１８歳以上とします。 
３ 家族会員は、個人会員またはゴールド会員の配偶者ならびに同住所に在する満１６歳以上の 

一親等の子息女とします。 
４ フィットネス会員および法人会員はA、Ｂ２種があります。 
５ 名誉会員の資格の取得については、本クラブの選任制とし、他の会員種別の申込み制と取得 

制度を異とます。なお、選任については、本クラブの経営・管理者によるものとします。 
６ ゴールドおよびシルバー会員の資格の取得については、それぞれ個人および家族会員への在 

籍期間が満３年を経過した会員が自動的に取得できることとします。 
７ その他の会員および法人会員の施設利用上の諸条件については別途に定めるものとします。 

第７条（未成年者の取扱い） 
未成年者が会員になろうとするときは、親権者の同意を必要とし、本人とその親権者が連署のう 
え申込むものとします。この場合、親権者は本会則に基づく義務責任を本人と連帯して負うもの 
とします。 

第８条（入会金・家族会員登録料） 
１ 会員は、入会時に会社の定める入会金（家族会員にあっては家族会員登録料）を払い込むも 

のとします。 
２ 入会金および家族会員登録料は、いかなる場合もこれを返還しないものとします。 

第９条（入会保証金） 
１ 法人会員は、入会時に会社の定める入会保証金を預託するものとします。 
２ 入会保証金は、入金日より７年間据え置いた後、本会則に基づく施設利用契約が終了したと 

き、入会保証 金証書と引換えに返還するものとします。 
３ 会員が７年間の据置き期間中に退会する場合は、本会則第２２条第③号および第２３条の場 

合を除き、入会保証金の返還は規定の７カ年経過後とします。 
４ 会則第２３条により会員が退会する場合には、入会保証金を返還しない場合があります。 
５ 会社は、入会保証金返還のとき、当該会員が会社に対して会費・諸料金等で未納金がある 

場合は、入会保証金をもって精算し、残額を返還するものとします。 
   ６ 入会保証金は、他人に譲渡・売却または担保に供することはできません。 
   ７ 入会保証金に利息はつけないものとします。 
第１０条（会費） 

１ 会員は、会社が定める月会費または年会費（法人会員のみ）を前納するものとします。 
２ 会費の支払い方法は、会社が指定した方法により行うものとします。 
３ いったん払い込まれた会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。 
４ 会社は、会費を滞納した会員に対して、施設の利用を制限することがあります。  

第１１条（利用料その他の料金） 
会員は、施設を利用する際、会社が定める利用料その他の諸料金を支払うものとします。 

第１２条（会員証） 
１ 会社は会員に会員証を交付します。 
２ 会員は、施設を利用する際、会員証を施設内メインフロントに提出するものとします。法人 

会員にあっては、当該法人に属することを証する証明書を提示することとします。 
３ 会員証は会員本人のみが使用でき、他人に貸与したり譲渡することはできません。また、会 

員が退会する場合は、会員証をすみやかに会社に返還するものとします。 
４ 会員証を紛失または汚損したときは、すみやかに会社に再交付を申請するものとし、会社の 

定める再交付のための手数料を支払うものとします。 
第１３条（会員資格の種別変更） 

１ 会員資格の種別変更をする場合は、所定の申請書により会社に申請し、会社の承認を得る 
ものとします。 

２ 会員資格の種別変更は、会社が定める変更手数料を支払うものとします。 
３ 会員資格の種別変更は有効期間中に限りできるものとし、有効期間満了に伴う更新時には、 

本条の適用はできません。  
第１４条（会員資格の名義変更） 

１ 個人会員に限り、会員資格の名義変更をすることができます。 
２ 家族会員は、個人会員またはゴールド会員が本会則第２２条第③号に該当した場合、当該会 

員の会員資格の譲受人として個人会員に名義変更をすることができます。 
３ 会員資格の名義変更をする場合は、会則第２２条③の場合を除き、会員資格の譲渡人と譲 

受人との連名で所定の会員資格名義変更承認申請書により会社に申請し、会社は第５条を 
準用して名義変更承認手続きを行うものとします。 

４ 会社が名義変更を承認した場合、会員資格の譲受人は、会社が定める名義変更手数料を支払 
うものとします。 

５ 会員資格を譲受けた会員は、譲受した会員の会社に対する義務を継承します。ただし、権利 
については包括承継しないこととします。 

第１５条（会員の施設利用範囲） 
会員は、施設の営業時間中、本会則および別に定める諸規則に従い、施設を使用することができ 
ます。ただし、会社が有料スクール・地域利用・特別行事などで使用する場合、施設の一部につ 
き会員の利用を制限することがあります。 

第１６条（有料スクール） 
１ 会社は、施設の一部を利用して有料スクール（以下、スクールという）を開講し、本クラブとは別 
に受講者を募集することができるものとします。 

２ スクール開講のための施設利用時間や受講のための料金等の詳細は、会社が別途定めま 
す。 

３ 会員がスクールを受講する際は、前項に定める受講料を支払うものとします。  

 
第１７条（ビジターの取扱い） 

１ 会社は、施設に余裕のある場合、会員の同伴により会員以外の方（以下、ビジターという） 
に施設を利用させることが出来ます。ただし、会社が必要と認めた場合には、ビジターの 
入場を制限できることとします。 

２ ビジターの利用料金は、別に会社が定めます。 
３ 会員同伴ビジターの年齢は満１３歳以上とします。 
４ ビジターの施設利用については、本会則の規定を準用します。 
５ 同伴ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準ずるものとします。 
６ 会員は、同伴したビジターの施設内での行為について連帯して責任を負うものとします。 

第１８条（会社の免責） 
会社は、会員およびビジターの施設（駐車場を含む）の利用に際して、会社の責に帰さない事由 
により生じた人的・物的事故（盗難事故などを含む）については、一切の損害賠償の責を負いま 
せん。また、会員は本クラブに対して損害賠償の請求は行わないものとします。 

第１９条（会員の損害賠償責任） 
会員は、施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、施設または第三者に損害を与えた場合 
には、その賠償の責を負うものとします。 

第２０条（休会および復会） 
１ 会員は、２ヶ月以上の長期にわたり施設を利用できない場合は、所定の休会手続きを経て、 

会社の定める休会費を前納することにより、会員資格を継続することができます。ただし、 
有効期間のある会員については、休会による有効期間の延長はしないものとします。 

２ 会員は、休会しようとするときは、会費・諸料金等に未納金がある場合、これを一括して支 
払うものとします。 

３ 休会中の会員は、会社に申し出て随時復帰することができます。復帰に際しては、利用の有 
無にかかわらず所定の用紙にて届け出ていただいた復会月分より所定の月会費を支払うも 
のとします。 

４ 申請した休会期間が終了した場合、自動的に復会することとします。なお、休会を延長する 
場合は、休会期間満了前に、改めて休会の申請手続きを要するものとします。  

第２１条（退会） 
１ 会員が本クラブを退会するときは、所定の退会届を提出のうえ会社の承認を得るものとしま 

す。 
２ 会員は退会届提出までに、会費・諸料金等の未納金を完納するものとます。なお、退会月 

の会費は退会が月の中途であっても、これを全額支払わなければならないこととします 
３ 入会審査後、会員になられた方についても、後日審査基準を満たさないことが発覚した場 

合は、即時退会していただくこととします。また、これにより第８条第２号、第１０条第 
２号を免れるものではありません。 

第２２条（会員資格の喪失） 
会員は、次の場合に会員の資格を失います。 

① 第６条に定める有効期間が終了したとき 
② 会員本人の都合により、所定の退会届を会社に提出し、会社が承認したとき 
③ 法人会員にあっては解散したとき、その他の会員にあっては会員本人が死亡したとき 
④ 第２３条により会社が契約解除したとき 
⑤ 個人会員またはゴールド会員が前期各号により会員資格を喪失したとき、その家族会 

員もしくはシルバー会員 
⑥ 痴呆、アルコール中毒等その他いかなる理由に拠らず会員が自己の管理を出来なくなっ

たと会社が判断したとき 
⑦ 館内の所定の場所以外で喫煙をしたことが発見されたとき 

第２３条（会員の権利の一時停止および会社の契約解除） 
１ 会社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該会員の権利の一時停止、また 

は施設利用契約を解除することができます。なお、会員資格停止期間中は休会と同様の扱い 
とします。 
① 社または本クラブに対して、名誉・信用等を著しく傷つけ、または施設内の秩序を乱 

したり、他の会員の迷惑となる行為をした場合 
② 会則または施設内の諸規則に違反した場合 
③ 施設内の設備等を故意に損壊した場合 
④ 会費または諸料金・費用等の支払を３ヶ月以上滞納した場合 
⑤ クラブ運営をするのに安全上問題があると会社が判断した場合 
⑥ その他会員としてふさわしくない言動があったと、本クラブにおいて認められた場合 

２ 会社が会員に本契約の解除を通知したときをもって、本契約は終了します。 
第２４条（未払金の請求） 

会社は、本会則による施設利用契約が終了した後においても、会員の未払金について請求する 
ことができるものとします。 

第２５条（施設の閉鎖） 
会社は、所定の定休日のほか、次の場合施設の全部または一部を閉鎖することができるものと 
します。 
① 気象・災害等により、開場が不可能と認められる場合 
② 施設の改造または補修・点検のためやむを得ないと認められる場合 
③ 経営上重大な理由がある場合 
④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発 

生した場合 
第２６条（施設閉鎖に伴う会員資格） 

１ 前条第③号により施設の全部を閉鎖する場合、６ヶ月前の予告をすることにより会社は本 
クラブを解散できるものとし、解散と同時に全ての会員は自動的に退会するものとします 

２ 閉鎖の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項 
の予告期間を短縮することができるものとします。 

３ 本クラブを解散する際、本クラブは会員に対し、特別の補償は行わないものとします。 
４ 本クラブを解散する際、会社は入会保証金を預託した会員にこれを返還するものとします。 

第２７条（入会金・会費・利用料金等の変更） 
会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき入会金・家族会員登録料・入会保証金・会費・施設 
届利用料等を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができるものとします。 

第２８条（諸規則の遵守） 
会員は、施設利用について、本会則および会社が定める諸規則等に従うものとします。 

第２９条（変更事項の届出） 
１ 会員は、住所・連絡先等、入会申込書の記載事項変更があった場合には、遅滞なく会社に 
届け出るものとします。 

２ 変更届けのない場合、会員への通知は届け出のあった住所宛に行うことにより、当該通知 
が実行されたものとみなします。 

第３０条（会員への通知） 
    会員への通知は重要事項については届け出のあった住所宛に行うも 

のとします。その他、本会則・細則及び本クラブの諸規則に関する通知または予告は、原則的 
には本クラブの所定の場所に掲示する方法により行うものとします。 

第３１条（施設利用中の途中外出） 
    施設利用中の途中外出は原則的に出来ないものとします。外出の必要のある場合は、一度 

退館手続きを済ませることとします。 
第３２条（その他） 

１ 会社は、本会則および別に定める細則等の諸規則、その他本クラブの運営、管理に関する 
事項を、必要に応じて改定変更できるものとします。また、その効力は全ての会員に及ぶ 
ものとします。 

２ 本会則に定めのない事項ならびに施設の管理運営上必要な事項については、必要に応じて 
会社が新たに規則を定め、かつこれらを変更することができるものとします。 

３ 会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の者に本クラブの施設を利用させることができ 
ることとします。 

 


